
令和８年１０月１日改定 

 

布設費分担金等料金表（税抜き） 

申込口径 布設費分担金 給水装置工事費 準備料金（２か月） 

１３㎜ ５５，０００円 

お客様（申込者）の負担

になります。引き込み等の

工事費は、使用する材料や

配水管の布設位置等によ

り異なりますので、詳しく

は指定工事事業者へお尋

ねください。 

１，３６０円 

２０㎜ １００，０００円 ２，３００円 

２５㎜ ２００，０００円 ６，０００円 

４０㎜ ６３０，０００円 １７，８００円 

５０㎜ １，０００，０００円 ２７，０００円 

７５㎜ ２，７００，０００円 ６２，４００円 

１００㎜ ５，０００，０００円  １００，０００円 

１５０㎜ １２，０００，０００円 １５６，８６０円 
 
 ● 既設メーター口径を大きいものへ変更される場合には、申込口径の布設費分担金の差額が必要となり

ます。 

 

附帯工事負担金表（税抜き） 

配水管の呼び径 
道路状態別負担金（１ｍ当たり） 

砂 利 道 アスファルト道 コンクリート道 

２５㎜ ３，３０６円 ７，０６８円 ９，６１４円 

５０㎜ ６，１１８円 ９，５００円 １１，９７０円 

１００㎜ ８，３９８円 １１，４７６円 １３，７５６円 
 
 ● 附帯工事負担金は、申し込み場所に接する道路に配水管が無い場合、配水管を布設するための工事費

用の一部をご負担いただくものです。この負担金の額には、上記算出額と事務費（算出額に１００分の

６を乗じて得た額）に消費税がかかります。 
 
 ● 申し込みをされる年度時点において、配水管布設後１０年を経過していない配水管も附帯工事負担金

の対象となります。 
 
 ● 附帯工事負担金の額については、給水装置工事申込後に現場調査を行った上で算出します。場合によっ

ては、水路や道路状況によって配水管の布設ができない場合、延長が増える場合もあります。 
 
 ● 配水管布設工事に必要な期間は、布設費分担金及び附帯工事負担金の入金確認後、市道は４カ月以上、

県道は６カ月以上必要です。 


